
阿賀野市告示第２０７号 

 阿賀野市特定不妊治療助成事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

  令和７年１０月２３日 

                        阿賀野市長 加 藤 博 幸   

 

   阿賀野市特定不妊治療助成事業実施要綱の一部を改正する要綱 

 阿賀野市特定不妊治療助成事業実施要綱（令和４年阿賀野市告示第４５号）の一部を

次のように改正する。 

 第６条中「子ども１人につき」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 助成を受けた後に出産し、または妊娠１２週以降に死産した場合は、これまで受け

た助成回数を０回とする。この場合において、出産し、または死産した事実は、申請

者が次に掲げる書類のいずれかの写しを提出し、確認するものとする。 

 (１) 住民票 

 (２) 戸籍謄本 

 (３) 死産届 

 (４) 母子健康手帳 

 第７条第３号中「領収書」の次に「及び診療明細書」を加える。 

 第９条を第１０条とし、第８条の次に次の１条を加える。 

 （書類の省略） 

第９条 第６条第２項及び第７条第４号の規定にかかわらず、申請に必要な事項を公簿

等（マイナンバー制度による情報連携を含む。）により確認できる場合は、書類の提出

を省略することができる。 

２ 第７条第５号の規定にかかわらず、医療機関等の窓口で、健康保険証利用登録を行

ったマイナンバーカードを提出し、限度額情報の表示に同意した場合は、書類の提出

を省略することができる。 

 第１号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.11.4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 この告示は、令和７年１０月２３日から施行する。 


